
 

板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱 

(平成３１年３月２６日区長決定) 

(令和３年３月４日一部改正) 

(令和４年３月１１日一部改正) 

(目的) 

第１条 この要綱は、児童養護施設を卒園した者であって、大学等に在学するものに

対し、住宅の家賃等に係る費用を助成することにより、当該者の修学及び生活を継

続的に支援し、もって社会的自立を図ることを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 児童養護施設 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第７条第１項に規定す

る児童養護施設をいう。 

 ⑵ 大学等 次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する大学(同法第８４条

に規定する通信による教育及び同法第９７条に規定する大学院を除く。)及び

高等専門学校並びに同法第１２４条に規定する専修学校(同法第１２５条第１

項に規定する専門課程に限る。) 

  イ 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校のうち、同法第１条に規定

する高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは同条に規定する中等教育学

校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認められた者に対して学校教

育に類する教育を行うものであって、区長が適当と認めるもの 

 ⑶ 家賃等 家賃、管理費、共益費その他の居住の用に供する住宅に係る使用の対

価をいう。ただし、光熱水等の使用の対価が当該住宅に係る使用の対価と一体を

なしており、これらを区分し難い場合にあっては、当該光熱水等の使用の対価を

含む。 

(対象者等) 

第３条 この事業の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 ⑴ 板橋区内の児童養護施設を卒園し、大学等に在学するもの 

 ⑵ この要綱に基づく助成金(以下「助成金」という。)の交付を受ける間、引き続

き、前号の児童養護施設から生活上の相談その他の支援を受けることができるも

の 

 ⑶ 大学等における学修に意欲がある者であって、自立に向けた目標を持つもの 

 ⑷ 第１号の児童養護施設の長から推薦を得られるもの 

 ⑸ 次に掲げる支援を現に受けていないもの 

  ア 「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成 29 年３月 31 日付け雇

児発 0331 第 10 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて実施す



 

る居住に関する支援 

  イ 地方公共団体が実施する前アと趣旨を同じくする支援 

２ この事業の対象となる経費は、大学等に在学する間の家賃等とする。 

３ この事業の一月当たりの助成金の額は、家賃等の月額の２分の１に相当する額と

する。ただし、この額が３万円を上回る場合の助成金の額は、３万円とする。 

４ この事業の助成期間は、大学等の修業年限に達するまでの期間とする。ただし、

この期間は、４年間を超えることはできず、かつ、年度毎に次条に基づく申請並び

に第５条に基づく審査及び決定を要するものとする。 

(申請) 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、区長に対し、別記第１号様式の申請書

を提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 前条第１項第１号の児童養護施設の長の推薦書 

 ⑵ 在学を証するもの 

 ⑶ 賃貸借契約書その他の家賃等の支払義務を証するもの 

 ⑷ 口座振替依頼書 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

３ 前２項の規定にかかわらず、前年度に助成金の交付を受け、引き続き、助成金の

交付を受けようとする者にあっては、別記第２号様式の申請書に、前項第２号から

第５号までに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。ただし、同項第３号

に掲げる書類にあっては、前年度以前に添付した当該書類と内容に変更がない場合

に限り、添付を省略することができる。 

(審査及び決定) 

第５条 区長は、前条の申請に対し、予算の範囲内で、助成の可否を決定する。 

２ 区長は、前項の決定をしたときは、前条の申請をした者に対し、別記第３号様式

の決定書により、助成の可否を通知する。 

(請求) 

第６条 助成金は、当該年度の上半期分及び下半期分に分割して交付する。この場合

において、履行期限の到来していない家賃等の部分に係る助成金は、前金払の方法

により交付する。 

２ 助成の決定(前条第１項の決定及び次条第２項の変更の決定をいう。以下同じ。)

を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、区長が定める期限までに、別記第４

号様式の請求書を提出しなければならない(同項の変更の決定を受けた助成決定者

にあっては、当該決定において請求書の提出に係る助成条件が付された場合に限

る。)。 

３ 次条第１項各号に掲げる事由により、交付した助成金の額に過払いを生じたとき

は、助成決定者は、別記第５号様式の清算書を提出し、清算を行わなければならな



 

い。 

(変更等) 

第７条 助成決定者(助成決定者がやむを得ない理由で届出をすることができない場

合は、代理人等)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、区長に対し、別記第６

号様式の異動届により、その事由を速やかに届け出なければならない。 

 ⑴ 住所、家賃等、連絡先その他第４条に基づき申請した内容又はこの条に基づき

届け出た内容に変更が生じたとき(次号の場合を除く。)。 

 ⑵ 退学その他の理由により、大学等の修学を継続できなくなったとき。 

２ 区長は、前項の届出を受けた場合又は同項各号に掲げる事由を知ったときは、助

成の決定を変更し、又は取り消すことができる。 

３ 前項の取消しは、次の各号に掲げる場合に行う。この場合において、当該各号に

掲げる場合が第１項の助成決定者の責めに帰すべき事由により生じたと認められ

るときは、区長は、助成の決定を、同項各号に掲げる事由が生じた時より前に遡っ

て取り消すことができる。 

 ⑴ 第３条第１項第２号の要件を欠くこととなる場合 

 ⑵ 第１項第２号に掲げる事由が生じた場合 

 ⑶ 前２号に掲げるほか、第１条の目的を達せられなくなる場合 

４ 区長は、第２項の変更又は取消しの決定をしたときは、第１項の助成決定者に対

し、別記第７号様式の決定書により通知する。 

(状況報告・遂行命令) 

第８条 区長は、助成決定者に対し、第６条第１項の前金払に係る家賃等の支払状況

について、報告を求めるほか、必要があると認めるときは、第１条の目的を達成す

るために必要な事項について、報告を求めることができる。この場合において、助

成決定者は、別記第８号様式の報告書により、報告する。 

２ 前項の報告、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２２１条第２項の規定によ

る調査その他の方法により、助成決定者が助成の決定及びこれに付した条件に従っ

ていないと認められるときは、区長は、当該助成決定者に対し、当該助成の決定及

びこれに付した条件に従うよう、命じなければならない。 

３ 区長は、第３条第１項第１号の児童養護施設に対し、前２項の報告及び命令その

他第１条の目的を達成するために必要な事項について、協力を求めることができる。 

(実績報告) 

第９条 助成決定者は、助成の決定に係る家賃等の支払いがすべて終了したときには、

区長に対し、別記第９号様式の報告書を提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、第４条第２項第２号に掲げる書類及び家賃等の支払いを証す

る書類を添付しなければならない。 

(額の確定) 

第１０条 区長は、前条の報告書の提出があった場合には、当該報告書の審査その他



 

必要な調査を行い、助成の決定及びこれに付した条件に適合すると認めるときには、

別記第１０号様式の通知書により、前条第１項の助成決定者に対して、助成金の額

の確定を通知しなければならない。 

(取消決定の場合の準用) 

第１１条 前２条の規定は、助成決定者が第７条第２項の取消しの決定を受けた場合

に準用する。 

(不正等による決定の取消し) 

第１２条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。 

 ⑵ 助成金を他の用途に使用したとき。 

 ⑶ 第８条の報告の求め又は命令に従わなかったとき。 

 ⑷ 前号のほか、助成決定者が助成の決定及びこれに付した条件に従わなかったと

き。 

２ 前項の規定により、助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、区長は、同

項の助成決定者に対し、別記第７号様式の決定書により通知する。 

(返還命令等) 

第１３条 前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分について、既に助成金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、そ

の返還を命じなければならない。 

２ 区長は、前項の返還を命じたときは、前条第１項の助成決定者に対し、その命令

に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額）

につき年 10.95 パーセントの割合で計算した違約加算金（100 円未満の場合を除

く。）を納付させなければならない。 

３ 第１項の返還を命じた場合において、前条第１項の助成決定者が期限までに、当

該返還金を納付しなかったときは、区長は、期限の翌日から起算し納付の日までの

日数に応じ、未納付額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円

未満の場合を除く。）を納付させなければならない。 

４ 前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、区長は、違約

加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

(委任) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、東

京都板橋区補助金等交付規則(昭和４２年板橋区規則第３号)の定めるところによる。 

   付 則（平成３１年３月２６日付け３０板子政第９２８号区長決定） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行



 

うことができる。 

   付 則（令和３年３月４日付け２板子政第６２５号区長決定） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後の助成金の交付手続について適用し、同日前に係る

助成金の交付手続については、なお従前の例による。 

   付 則（令和４年３月１１日付け３板子政第７４２号区長決定） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

別記 

第１号様式(第４条関係)(表) 

家賃等助成申請書 

フ リ ガ ナ  性 
別 

男・女 氏  名 
                       

生 年 月 日 西暦      年    月    日       (満   歳) 

住 所 

〒    －     家 賃 等 

         都･道          区･市 

         府･県          町･村 
          円／月    

     丁目      番      号 当年度の家賃等支払月数 

  月            

連 絡 先 電話 E-MAIL 
 

大 

学 

等 

学 校 名 

※学校名のほか学部･学科･コース名等を記載 
 

 

 

年 在学 

所 在 地 

         都･道          区･市 

         府･県          町･村 
修 業 年 限 

 
  

 
 年間 

出身児童養護

施 設 

 
 

 
  

申 請 額 
Ⓐ 家賃等月額×1/2×当年度の家賃等支払月数＝     円 ⒶⒷの小さい方の額 

Ⓑ ３万円×当年度の家賃等支払月数＝           円  円 

意 欲 ・ 目 標 裏面のとおり   

個人情報取扱 １ 私は、家賃等の助成に必要な範囲で、板橋区が住民基本台帳等の公簿を
閲覧することに同意します。 

２ 私は、｢板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱｣第 1 条の目的
達成に必要な範囲で、板橋区が出身児童養護施設その他関係機関に対し、
個人情報を提供し、又は関係機関から個人情報の提供を受けることに同意
します。 

以上のとおり、相違ありません。 

家賃等の助成を受けたく、関係書類を添えて、申請します。 

家賃等の助成の決定を受けたときは、｢板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱｣
の定めに従い、児童養護施設その他の関係機関の支援等を受けながら、社会的自立に向け、
修学に励み、生活の安定に努めることを誓います。 

 

   年   月   日 

(宛先) 

 東京都板橋区長 

申請者氏名                     

 (添付書類) 
 １ 出身園長の推薦書 
 ２ 在学を証する書類 
 ３ 家賃等の支払義務を証する書類(賃貸借契約書等) 
 ４ 口座振替依頼書 
 ５ その他区長が必要と認める書類 
 



 

(裏) 

● 大学等で学ぶことでどのような能力を身に付けたいか、また、社会的自立に向け、どの

ような目標を持っているかを書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式(第４条関係) 

家賃等助成申請書(継続用) 

フ リ ガ ナ  性 

別 

男・女 氏  名 
                       

生 年 月 日 西暦      年    月    日       (満   歳) 

住 所 

〒    －     家 賃 等 

         都･道          区･市 

         府･県          町･村 
          円／月    

     丁目      番      号 当年度の家賃等支払月数 

  月            

連 絡 先 電話 E-MAIL 
 

大 

学 

等 

学 校 名 

※学校名のほか学部･学科･コース名等を記載 
 

 

 

年 在学 

所 在 地 

         都･道          区･市 

         府･県          町･村 
修 業 年 限 

 
  

 
 年間 

出身児童養護

施 設 

 
 

 
  

申 請 額 
Ⓐ 家賃等月額×1/2×当年度の家賃等支払月数＝     円 ⒶⒷの小さい方の額 

Ⓑ ３万円×当年度の家賃等支払月数＝            円  円 

個人情報取扱 １ 私は、家賃等の助成に必要な範囲で、板橋区が住民基本台帳等の公簿を
閲覧することに同意します。 

２ 私は、｢板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱｣第 1 条の目的
達成に必要な範囲で、板橋区が出身児童養護施設その他関係機関に対し、
個人情報を提供し、又は関係機関から個人情報の提供を受けることに同意
します。 

以上のとおり、相違ありません。 

家賃等の助成を受けたく、関係書類を添えて、申請します。 

家賃等の助成の決定を受けたときは、｢板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱｣
の定めに従い、児童養護施設その他の関係機関の支援等を受けながら、社会的自立に向け、
修学に励み、生活の安定に努めることを誓います。 

 

   年   月   日 

(宛先) 

 東京都板橋区長 

申請者氏名                     

 (添付書類) 

 １ 在学を証する書類 

 ２ 家賃等の支払義務を証する書類(賃貸借契約書等、変更があった場合のみ) 

 ３ 口座振替依頼書 

 ４ その他区長が必要と認める書類 

 



 

第３号様式(第５条関係) 

 

年  月  日 

       様 

東京都板橋区長          

家賃等助成･不助成決定通知書 

    年   月   日付けで行われた家賃等助成の申請に対し、次のと

おり、決定します。 

助成の可否  助成 ・ 一部助成 ・ 不助成 

助成決定額 円 
上半期分交付額 円 

下半期分交付額 円 

  年度に係る

助成期間 

年  月  日 ～  年  月  日 

(参考)助成に係る修業年限    年   月   日まで 

助成条件 

１ この助成金は、家賃等に充てる費用として活用し、児童養護施
設その他の関係機関の支援等を受けながら、社会的自立に向け、
修学に励み、生活の安定に努めてください。 

２   年   月   日までに、請求書を提出してください。 

３ この助成金は、板橋区の予算上の措置に基づき交付されます。
上記助成に係る修業年限期間中の助成の継続を保障するものでは
なく、また、毎年度、申請が必要になります。 

４ 決定に係る期間の家賃等を支払い終えたとき、下記６により決
定が取り消されたときには、報告書の提出が必要となります。過
払いが生じている場合は、返納が必要となります。 

５ 住所､連絡先､家賃等の内容その他申請内容に変更が生じた場
合、修学を継続できなくなった場合には､届出が必要となりま
す。 

６ 上記５の届出を受け、又は区が上記５の届出該当事由を知った
ときは、決定を変更し、又は取り消すことがあります。このう
ち、取り消すことがあるのは、次の⑴～⑶の場合です。なお、あ
なたの責めに帰すべき事由がある場合には、⑴～⑶の事由が生じ
る時より前に遡って取り消すことがあります。 

 ⑴ 引き続き、児童養護施設から生活上の相談その他の支援を受
けることができなくなった場合 

 ⑵ 修学を継続することができなくなった場合 

 ⑶ その他この助成金の目的を達することができなくなった場合 

７ 家賃等の支払状況について、定期的に報告を求めるほか、必要
に応じ、その他の状況について、報告を求めることがあります。
また、この書面に記載された事項に従うよう求めることがありま
す。 

８ 上記１の目的達成に必要な範囲で、出身児童養護施設その他の
関係機関に対し、あなたの個人情報を提供し、又は関係機関から
あなたの個人情報の提供を受け、協力を求めることがあります。 

９ 不正の手段により助成を受けたとき､助成金を目的外に使用し
たとき、上記７の求めに従わなかったときは､助成決定を取り消
すことがあります｡この場合､返還金に違約加算金及び延滞金(そ
れぞれ年 10.95%)が課されます｡ 

 



 

第４号様式(第６条関係) 

 

家賃等助成請求書 

 

年  月  日 

 

(宛先) 

 東京都板橋区長 

 

請求者 住所                

 

       氏名                

 

 

板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱に基づく助成金として、下

記のとおり請求します。 

  

記 

 

請求金額 
  千   円 

    (内訳) 

         

 

 

 



 

第５号様式(第６条関係) 

 

年  月  日 

 

(宛先) 

 東京都板橋区長 

 

              清算者  住所 

 

                   氏名                

 

家賃等助成清算書 

 

年  月  日付けで決定し、交付を受けた助成金について、下記のと

おり、清算します。 

 

記 

 

１ 交付済助成金額(A) 円 

２ 正当助成金額(B) 円 

３ 清 算 額 (A－B) 円 

 

 

 

 



 

第６号様式(第７条関係) 

 

年  月  日 

 

(宛先) 

東京都板橋区長 

届出人 住所                

 

氏名                

 

異動届 

 

 下記のとおり、申請内容又は届出内容に異動が生じましたので、お届けしま

す。 

 

記 

 

１ 異動年月日     年   月   日 

２ 異動事由 ⑴ 申請・届出内容の変更(→３) 

(当てはまるものに○) ⑵ 修学継続不能（→４） 

３ 変更内容 

(当てはまるものに○) 
 氏名・住所・家賃等・連絡先・その他(        ) 

 
変更前  

 
変更後  

４ 修学を継続することができない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

※異動内容を確認できる書類(住民票、賃貸借契約書等)を添付すること。 

 やむを得ない理由により、助成決定者以外の者が届け出る場合には、本人との関係を証する書類を添付すること。 



 

第７号様式(第７条、第１２条関係) 

 

年  月  日 

       様 

               東京都板橋区長 

 

家賃等助成 変更・取消 決定通知書 

 

    年   月   日付けで 助成決定・助成変更決定 をした助成金

について、下記の理由により、当該決定を 変更・取消 します。 

 

記 

 

１ 決定額 円 
上半期交付額 円 

下半期交付額 円 

 (参考)変更･取消前額 円 

２ 理由  

 

 

３ 助成条件  

 

 

 

 

 



 

第８号様式(第８条関係) 

年  月  日 

(宛先) 

 東京都板橋区長 

住所                

 

氏名                

 

家賃等支払状況等報告書 

 

 下記のとおり、家賃等の支払状況等の遂行状況について報告します。 

 

記 

 

報告項目 遂行状況 

１ 家賃等の支払状況 家賃等相当月 支払家賃等額 支払年月日 

   年  月分 円     年   月  日 

   年  月分 円        年   月  日 

   年  月分 円     年   月  日 

   年  月分 円     年   月  日 

   年  月分 円     年   月  日 

   年  月分 円     年   月  日 

２ その他（       ） 状況記入欄 

 

 

 

 

※1 報告する項目の番号に○を付け、｢２｣その他に○を付けた場合は、カッコ内に報告する項

目を記入する。 

※2 報告する内容を証する書類を添付する。 

 

 



 

第９号様式(第９条関係) 

 

年  月  日 

(宛先) 

 東京都板橋区長 

住所 

 

氏名                

家賃等助成実績報告書 

    年   月   日付けで決定を受けた家賃等助成について、下記の

とおり、実績を報告します。 

記 

１ 助成内容   板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱に基づく

助成金 

２ 事業の成果及び収支 

⑴ 家賃等支払実績 

相当月 支払家賃等額 支払年月日 相当月 支払家賃等額 支払年月日 

  年  月分 円    年 月 日   年  月分 円    年 月 日 

  年  月分 円    年 月 日   年  月分 円    年 月 日 

  年  月分 円    年 月 日   年  月分 円    年 月 日 

  年  月分 円    年 月 日   年  月分 円    年 月 日 

  年  月分 円    年 月 日   年  月分 円    年 月 日 

  年  月分 円    年 月 日   年  月分 円    年 月 日 

支払家賃等総額 円 

⑵ 交付済助成金額 円 

⑶ 正当助成金額 円 

⑷ 差引額(２－３) 円 

 

３ 添付書類 

 ⑴ 在学を証する書類 

 ⑵ 家賃等の支払を証する書類 

 

 



 

第１０号様式(第１０条関係) 

年  月  日 

 

       様 

 

               東京都板橋区長 

 

家賃等助成額確定通知書 

 

    年   月   日付け家賃等助成実績報告書により実績報告を受け

た助成金については、下記のとおり、助成すべき金額を確定する。 

 

記 

 

 確定助成金額                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


